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第２回デジタル行財政改革会議



介護分野におけるデジタル行財政改革の方向性

• デジタル技術の導入支援や相談窓口の設置など様々な支援を行っており、生産性向上が進む
事業所がある一方で、取組が幅広く普及しているとは言えない状況である。

• このため、①補正予算を含む財政支援、②介護報酬改定において生産性向上の取組を促進、
③人員配置基準の柔軟化等で先進的な取組を支援、④明確なKPIでPDCAサイクルを回すこと
などに取り組む。

デジタル等を単
に導入している
事業所

取組が進んで
いない事業所

③先進的な事業所の評価（①②に加え）
規制改革：人員配置基準の柔軟化について

検討

②取組を更に進めるための支援（①に加え）
報酬改定：介護報酬上の評価について検討

【現状イメージ】

生産性向上の
取組が進んでい
る事業所

先進的な事業所

【将来イメージ】

国等が事業所の取
組効果のデータを
取得（補助金等の
条件）

国における分析・
事業所へのフィー
ドバックを検討

取組が進んでい
ない事業所

先進的な事業所

ICT機器等の
UI・デザイン
の改善
（既存予算）

生産性向上の
取組が進んで
いる事業所

※事業所内の
推進体制に
よるPDCA
の循環

データ
提供

フィード
バック

ニーズ
提供

使いやすい
機器の提供

（設定に向け検討中の
KPI）

・都道府県の窓口の設
置状況
・介護ロボットやICT
機器の導入状況
・生産性向上の取組を
行っている事業所の状
況
・生産性向上の取組を
行い一定の成果が確認
された事業所の状況
（残業時間の削減、有給
休暇の取得）

・職員の配置状況 等

体制整備
施設系サービスにおける生産
性向上推進のための体制整備
の充実について検討

資金援助

取組支援

ﾛﾎﾞｯﾄ・ICTの導入補助、定着支
援までを含めた伴走支援（補正
予算）、都道府県の窓口設置

人材育成 伴走支援人材や事業所の中核
人材の育成（研修支援）

①取組が進んでいない事業所へのアプローチ

【KPIの設定】【今後の取組】
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参考資料



施策名：介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤ 成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

・介護サービス需要の増加への対応や介護人材の確保が喫緊の課題となっており、サービス提供の存続にも関わる重要な問題
である。特に小規模法人を中心に、従来の方法や単独では必要な人材確保が難しい法人も多く、経営の効率も悪くなるという悪
循環に陥りがちである。

・こうした状況を踏まえ、介護現場の生産性向上の取組や、経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善に取り組む介護
サービス事業者に対する支援を行う。

・生産性向上の取組を通じた職場環境改善について、ICT機器本体やソフト等の導入や更新時の補助に係る支援に加え、地域全体で事業所における機器導
入やそれに伴う人材育成に対する補助を行う。また、小規模事業者を含む事業者グループが協働して行う職場環境改善の取組に対して補助を行う。

・生産性向上の取組や経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善を推進すること
により、介護人材の確保や介護サービスの質の向上に繋げていく。

【実施主体】
都道府県 （都道府県から市町村への補助も可）

【負担割合】

(1)①、(2)・・・国・都道府県３／４、事業者１／４
(1)②・・・国・都道府県 １０／１０
(1)①及び（２）を実施する場合･･･

国・都道府県４／５、事業者１／５
※国と都道府県の負担割合は以下のとおり
（1）①、（2）・・・国４／５、都道府県１／５
（1）②・・・国９／10、都道府県１／10

国 都道府県 事業者
市町村

【事業スキーム】

（１）生産性向上の取組を通じた職場環境改善
①生産性向上に資する介護ロボット・ICTの導入や更新
・事業所の業務効率化に向けた課題解決を図るための業務改善支援及びこれと一体的に行う介護ロボット・ICTの導入や更新に対する支援

②地域全体で生産性向上の取組を普及・推進する事業の実施
・地域の複数事業所における機器の導入に向けた研修や、地域のモデル施設の育成など、都道府県等が主導して面で生産性向上の取組を推進
・都道府県等が主導して、ケアマネ事業所と居宅サービス事業所の間で交わされるケアプランデータ連携システム等の活用を地域で促進し、データ連携に
よるメリットや好事例を収集

（２）小規模事業者を含む事業者グループが協働して行う職場環境改善
・人材募集や一括採用、合同研修等の実施、事務処理部門の集約、協働化・大規模化にあわせて行う老朽設備の更新・整備のための支援 等

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

【○介護・障害福祉分野へのＩＣＴ・ロボットの導入等による生産性向上や経営の協働化等を通じた職場環境の改善】

令和５年度補正予算案 351億円
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介護職員の働く環境改善に向けた政策パッケージについて

介護サービス事業者の財務状況や処遇改善状況の見える化を進め、
経営改善に向けた動機付けを進める。

④介護サービス事業者の経営の見える化

②介護ロボット・ I C T機器の導入支援①介護現場革新のワンストップ窓口の設置

⑦職員配置基準の柔軟化の検討⑤福祉用具、在宅介護におけるテクノロジーの導入・活用促進

⑧介護行政手続の原則デジタル化⑥生産性向上に向けた処遇改善加算の見直し

事業者への様々な支援メニューを一括し、適切な支援につなぐワン
ストップ窓口を各都道府県に設置。中小企業庁の補助金の活用促進。

課題に対応した代表的な導入モデルを紹介するとともに、①のワンス
トップ窓口と連携して、相談対応、職員向け研修など伴走支援を進める。

今年10月から運用開始した電子申請・届出システムの利用原則化
に取り組む。

在宅介護の情報共有や記録の円滑化などについて、調査研究を進
め、活用を促進する。また、福祉用具貸与等の対象種目の追加につ
いて、評価検討を進める。

未取得事業者の取得促進を図るとともに、加算手続の簡素化や制度
の一本化について検討。

実証事業などでのエビデンス等を踏まえつつ、テクノロジー導入に
先進的に取り組む介護施設における職員配置基準（3:1）の柔軟な取
扱い等を検討。

③優良事業者・職員の表彰等を通じた好事例の普及促進

○ 持続的な介護職員の待遇改善を実現するためには、個々の事業者における経営改善やそれに伴う生産性の向上が必要であり、具体的には、取組
の横展開や働きかけの強化等、総合的に取り組むことが重要。

○ 中小事業者も多い、介護事業者の職場環境づくりを全政府的な取組と位置づけ、自治体や事業者も巻き込んで推進し、その成果を、従業員の賃
金に適切に還元していただくことについて期待。

（２）事業者の意識改革

（３）テクノロジーの導入促進と業務効率化

職員の待遇改善・人材育成・生産性の向上などに取り組む事業
者・職員を総理大臣が表彰等する仕組みを早期に導入し、優良事
例の横展開を図る。

（１）総合的・横断的な支援の実施

令和４年１２月２３日 厚生労働省
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・都道府県に対する努力義務規定の新設
都道府県に対し、介護サービスを提供する事業所又は施設の生産性の向上に資する取組が促進され
るよう努める旨の規定を新設する。

・都道府県介護保険事業支援計画への追加
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項に、介護サービス事業所等の生産性の向上に資する
事業に関する事項を追加する。
※ 市町村介護保険事業計画の任意記載事項についても、生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する
事項を追加する。

・施行期日：令和６年４月１日

介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務
（全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
（令和５年法律第３１号）による改正）
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・介護現場において、生産性向上の取組を進めるためには、一つの介護事業者のみの自助努力だ
けでは限界があるため、地域単位で、モデル事業所の育成や取組の伝播等を推進していく必要
がある。一方、事業者より、「地域においてどのような支援メニューがあるのか分かりにく
い」との声があるなど、都道府県から介護現場に対する生産性向上に係る支援の取組の広がり
が限定的となっている実態がある。

・都道府県を中心に一層取組を推進するため、都道府県の役割を法令上明確にする改正を行うと
ともに、都道府県介護保険事業支援計画において、介護サービス事業所等における生産性向上
に資する事業に関する事項を任意記載事項に加える改正を行う。

改正の趣旨

改正の概要・施行期日
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